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高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表

高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則（平成 20 年規則第 19 号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

○高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例施行規則 ○高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則

平成20年３月25日規則第19号 平成20年３月25日規則第19号

高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例施行規則をここに公布す

る。

高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則をここに公布

する。

高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例施行規則 高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例施行規則

（趣旨） （趣旨）

第１条この規則は、高知県助産師確保対策奨学金貸付け条例（平成20

年高知県条例第５号。以下「条例」という。）の規定に基づき、

条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第１条 この規則は、高知県助産師緊急確保対策奨学金貸付け条例（平

成20年高知県条例第５号。以下「条例」という。）の規定に基づき、

条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（奨学金の貸付けの申請） （奨学金の貸付けの申請）

第３条 条例第２条第１項の規定に基づき奨学金の貸付けを受けよう

とする者（以下「申請者」という。）は、別記第１号様式による助

産師確保対策奨学金貸付け申請書に次に掲げる書類を添えて、知事

に提出しなければならない。この場合において、奨学金に係る申請

者が未成年であるときは、当該助産師確保対策奨学金貸付け申請書

に親権者又は未成年後見人が連署しなければならない。

第３条 条例第２条第１項の規定に基づき奨学金の貸付けを受けよう

とする者（以下「申請者」という。）は、別記第１号様式による助

産師緊急確保対策奨学金貸付け申請書に次に掲げる書類を添えて、

知事に提出しなければならない。この場合において、奨学金に係る

申請者が未成年であるときは、当該助産師緊急確保対策奨学金貸付

け申請書に親権者又は未成年後見人が連署しなければならない。

(１) 身上調書（別記第２号様式） (１) 身上調書（別記第２号様式）

(２) 戸籍抄本 (２) 戸籍抄本

(３) 誓約書（別記第３号様式） (３) 誓約書（別記第３号様式）

(４) 条例第２条第１項第１号に規定する養成施設（以下「養成施

設」という。）のうち、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第

203号）第20条第１号の文部科学大臣の指定した学校において助産

師課程を履修している申請者にあっては当該養成施設の在学証明

書及び助産師課程を履修していることを証明する書類、同条第２

号の都道府県知事の指定した助産師養成所に在学している申請者

(４) 条例第２条第１項第１号に規定する養成施設（以下「養成施

設」という。）のうち、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第

203号）第20条第１号の文部科学大臣の指定した学校において助産

師課程を履修している申請者にあっては当該養成施設の在学証明

書及び助産師課程を履修していることを証明する書類、同条第２

号の都道府県知事の指定した助産師養成所に在学している申請者
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にあっては当該養成施設の在学証明書 にあっては当該養成施設の在学証明書

(５) 養成施設の長（養成施設が大学であるときにあっては、大学

又は学部若しくは学科の長。次条において同じ。）の推薦書

(５) 養成施設の長（養成施設が大学であるときにあっては、大学

又は学部若しくは学科の長。次条において同じ。）の推薦書

(６) 申請者の属する世帯の収入を証明する所得証明書及び連帯保

証人の収入を証明する所得証明書

(６) 申請者の属する世帯の収入を証明する所得証明書及び連帯保

証人の収入を証明する所得証明書

(７) 前各号に掲げる書類のほか、知事が必要があると認める書類 (７) 前各号に掲げる書類のほか、知事が必要があると認める書類

２ 申請者は、２人の連帯保証人を定め、前項の助産師確保対策奨学

金貸付け申請書に署名させなければならない。

２ 申請者は、２人の連帯保証人を定め、前項の助産師緊急確保対策

奨学金貸付け申請書に署名させなければならない。

３ 前項の連帯保証人（以下「連帯保証人」という。）は、独立の生

計を営む成年者でなければならない。

３ 前項の連帯保証人（以下「連帯保証人」という。）は、独立の生

計を営む成年者でなければならない。

（奨学金の貸付けの決定等の通知） （奨学金の貸付けの決定等の通知）

第４条 知事は、前条第１項の規定による助産師確保対策奨学金貸付

け申請書を受理したときは、奨学金を貸し付けるかどうかを決定し、

奨学金を貸し付ける者にあっては別記第４号様式による助産師確保

対策奨学金貸付け決定通知書により、奨学金を貸し付けない者にあ

っては別記第５号様式による助産師確保対策奨学金貸付け不承認決

定通知書により、当該申請者及び同項第５号に掲げる推薦書を提出

した養成施設の長にその旨を通知するものとする。

第４条 知事は、前条第１項の規定による助産師緊急確保対策奨学金

貸付け申請書を受理したときは、奨学金を貸し付けるかどうかを決

定し、奨学金を貸し付ける者にあっては別記第４号様式による助産

師緊急確保対策奨学金貸付け決定通知書により、奨学金を貸し付け

ない者にあっては別記第５号様式による助産師緊急確保対策奨学金

貸付け不承認決定通知書により、当該申請者及び同項第５号に掲げ

る推薦書を提出した養成施設の長にその旨を通知するものとする。

（奨学金の貸付けの時期等） （奨学金の貸付けの時期）

第５条 奨学金の貸付けは、半年分ごととし、５月（新たに奨学金を

貸し付ける年にあっては、６月）及び10月に貸し付けるものとする。

ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第５条 奨学金の貸付けは、半年分ごととし、５月（新たに奨学金を

貸し付ける年にあっては、６月）及び10月に貸し付けるものとする。

ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

２ 条例第７条第１項に規定する借受者（以下「借受者」という。）

は、知事が別に定めるところにより、貸付金を振り込む口座を指定

しなければならない。指定した口座を変更しようとするときも、同

様とする。

２ 条例第７条第１項に規定する借受者（以下「借受者」という。）

は、４月30日（新たに奨学金の貸付けを受ける年にあっては、知事

が別に定める日）及び９月30日（新たに奨学金の貸付けを受ける年

（６月に奨学金の貸付けを受けたときを除く。）にあっては、知事

が別に定める日）までに別記第６号様式による請求書を知事に提出

しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めると
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（奨学金の貸付けの一時停止の通知）

きは、この限りでない。

（奨学金の貸付けの一時停止の通知）

第８条 知事は、条例第４条の規定に基づき奨学金の貸付けを一時停

止するときは、別記第９号様式による助産師確保対策奨学金一時停

止通知書により、当該借受者に通知するものとする。

第８条 知事は、条例第４条の規定に基づき奨学金の貸付けを一時停

止するときは、別記第９号様式による助産師緊急確保対策奨学金一

時停止通知書により、当該借受者に通知するものとする。

（奨学金の貸付けの再開の手続） （奨学金の貸付けの再開の手続）

第９条 条例第５条の規定に基づく奨学金の貸付けの再開を申請しよ

うとする借受者は、別記第10号様式による助産師確保対策奨学金再

開申請書を知事に提出しなければならない。

第９条 条例第５条の規定に基づく奨学金の貸付けの再開を申請しよ

うとする借受者は、別記第10号様式による助産師緊急確保対策奨学

金再開申請書を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による助産師確保対策奨学金再開申請書を受

理した場合において、奨学金の貸付けを再開することを決定したと

きは、別記第11号様式による助産師確保対策奨学金再開決定通知書

により、当該借受者に通知するものとする。

２ 知事は、前項の規定による助産師緊急確保対策奨学金再開申請書

を受理した場合において、奨学金の貸付けを再開することを決定し

たときは、別記第11号様式による助産師緊急確保対策奨学金再開決

定通知書により、当該借受者に通知するものとする。

（奨学金の貸付けの辞退） （奨学金の貸付けの辞退）

第10条 借受者は、奨学金の貸付けを受けることを辞退しようとする

ときは、別記第12号様式による助産師確保対策奨学金辞退届を知事

に提出しなければならない。

第10条 借受者は、奨学金の貸付けを受けることを辞退しようとする

ときは、別記第12号様式による助産師緊急確保対策奨学金辞退届を

知事に提出しなければならない。

（奨学金の貸付けの取消しの通知） （奨学金の貸付けの取消しの通知）

第11条 知事は、条例第６条の規定に基づき奨学金の貸付けを取り消

すときは、別記第13号様式による助産師確保対策奨学金取消し通知

書により、当該借受者に通知するものとする。

第11条 知事は、条例第６条の規定に基づき奨学金の貸付けを取り消

すときは、別記第13号様式による助産師緊急確保対策奨学金取消し

通知書により、当該借受者に通知するものとする。

（奨学金の分割償還の承認手続） （奨学金の分割償還の承認手続）

第12条 条例第７条第２項の規定に基づき奨学金を分割して償還させ

る必要があると認めるときは、経済的な理由により貸付けを受けた

奨学金を直ちに償還することが困難なときその他奨学金を分割して

償還させることが適当であると知事が認めるときとする。

第12条 条例第７条第２項の規定に基づき奨学金を分割して償還させ

る必要があると認めるときは、経済的な理由により貸付けを受けた

奨学金を直ちに償還することが困難なときその他奨学金を分割して

償還させることが適当であると知事が認めるときとする。

２ 条例第７条第２項の規定に基づく奨学金の分割による償還を申請

しようとする借受者は、別記第14号様式による助産師確保対策奨学

２ 条例第７条第２項の規定に基づく奨学金の分割による償還を申請

しようとする借受者は、別記第14号様式による助産師緊急確保対策
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金分割償還承認申請書を知事に提出しなければならない。 奨学金分割償還承認申請書を知事に提出しなければならない。

３ 知事は、前項の規定による助産師確保対策奨学金分割償還承認申

請書を受理した場合において、奨学金を分割して償還させることを

承認したときは、別記第15号様式による助産師確保対策奨学金分割

償還承認通知書により、当該借受者に通知するものとする。

３ 知事は、前項の規定による助産師緊急確保対策奨学金分割償還承

認申請書を受理した場合において、奨学金を分割して償還させるこ

とを承認したときは、別記第15号様式による助産師緊急確保対策奨

学金分割償還承認通知書により、当該借受者に通知するものとする。

４ 奨学金の分割償還は、奨学金を分割して償還することを承認され

た期間内において、月賦の均等払によりしなければならない。ただ

し、繰上償還をすることを妨げない。

５ 知事は、条例第７条第２項の規定に基づき奨学金を分割して償還

させることを承認した場合において、その償還をしている期間中に

同条第３項の規定により利息を付し、又は利息を付さないこととな

ったときは、その都度、前項の規定による毎月の償還額を算定し、

当該借受者に通知するものとする。

４ 奨学金の分割償還は、奨学金を分割して償還することを承認され

た期間内において、月賦の均等払によりしなければならない。ただ

し、繰上償還をすることを妨げない。

（利息の利率）

第 12 条の２ 条例第７条第３項の知事が定める割合は、年 3.0 パーセ

ントとする。ただし、知事が特にやむを得ないと認めるときは、利

息を付さないことができる。

（奨学金の償還の猶予の承認手続）

（新設）

（奨学金の償還の猶予の承認手続）

第13条 条例第８条の規定による奨学金の償還の猶予を申請しようと

する借受者は、別記第16号様式による助産師確保対策奨学金償還猶

予承認申請書を知事に提出しなければならない。

第13条 条例第８条の規定による奨学金の償還の猶予を申請しようと

する借受者は、別記第16号様式による助産師緊急確保対策奨学金償

還猶予承認申請書を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による助産師確保対策奨学金償還猶予承認申

請書を受理した場合において、奨学金の償還の猶予を承認したとき

は、別記第17号様式による助産師確保対策奨学金償還猶予承認通知

書により、当該借受者に通知するものとする。

２ 知事は、前項の規定による助産師緊急確保対策奨学金償還猶予承

認申請書を受理した場合において、奨学金の償還の猶予を承認した

ときは、別記第17号様式による助産師緊急確保対策奨学金償還猶予

承認通知書により、当該借受者に通知するものとする。

（奨学金の償還の免除の承認手続） （奨学金の償還の免除の承認手続）

第14条 条例第９条第１項第１号の規定による期間の算定に当たって

は、県内指定医療機関において助産師の業務に継続して従事した期

第14条 条例第９条第１項第１号の規定による期間の算定に当たって

は、県内指定医療機関において助産師の業務に継続して従事した期
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間は、月数によるものとし、月の途中に当該期間が開始し、又は終

了した場合は、当該月における日数が15日を超えるときにあっては

これを１月とし、15日以下のときにあってはこれを切り捨てるもの

とする。この場合において、高知県保健医療計画に定める中央保健

医療圏以外の区域にある県内指定医療機関において助産師の業務に

継続して従事した期間と当該県内指定医療機関以外の県内指定医療

機関において助産師の業務に継続して従事した期間とは、それぞれ

区分して期間を算定するものとし、当該算定した期間を合算するも

のとする。

間は、月数によるものとし、月の途中に当該期間が開始し、又は終

了した場合は、当該月における日数が15日を超えるときにあっては

これを１月とし、15日以下のときにあってはこれを切り捨てるもの

とする。この場合において、高知県保健医療計画に定める中央保健

医療圏以外の区域にある県内指定医療機関において助産師の業務に

継続して従事した期間と当該県内指定医療機関以外の県内指定医療

機関において助産師の業務に継続して従事した期間とは、それぞれ

区分して期間を算定するものとし、当該算定した期間を合算するも

のとする。

２ 条例第９条第１項の規定による奨学金の償還の免除を申請しよう

とする借受者は、別記第18号様式による助産師確保対策奨学金償還

免除承認申請書を知事に提出しなければならない。

２ 条例第９条第１項の規定による奨学金の償還の免除を申請しよう

とする借受者は、別記第18号様式による助産師緊急確保対策奨学金

償還免除承認申請書を知事に提出しなければならない。

３ 条例第９条第２項の規定に基づく奨学金の一部の償還の免除は、

県内指定医療機関において助産師の業務に継続して従事した期間

（知事が特に認めるときにあっては、当該借受者の意思によらない

で助産師の業務以外の業務に従事した期間を含む。次項において同

じ。）が当該借受者に奨学金を貸し付けた期間（奨学金の貸付けを

一時停止した期間を除く。同項において同じ。）に達していたとき

に行うものとする。この場合における期間の算定に当たっては、第

１項前段の規定を準用するものとし、高知県保健医療計画に定める

中央保健医療圏以外の区域にある県内指定医療機関において助産師

の業務に継続して従事した期間と当該県内指定医療機関以外の県内

指定医療機関において助産師の業務に継続して従事した期間とは、

区分しないものとする。

３ 条例第９条第２項の規定に基づく奨学金の一部の償還の免除は、

県内指定医療機関において助産師の業務に継続して従事した期間

（知事が特に認めるときにあっては、当該借受者の意思によらない

で助産師の業務以外の業務に従事した期間を含む。次項において同

じ。）が当該借受者に奨学金を貸し付けた期間（奨学金の貸付けを

一時停止した期間を除く。同項において同じ。）に達していたとき

に行うものとする。この場合における期間の算定に当たっては、第

１項前段の規定を準用するものとし、高知県保健医療計画に定める

中央保健医療圏以外の区域にある県内指定医療機関において助産師

の業務に継続して従事した期間と当該県内指定医療機関以外の県内

指定医療機関において助産師の業務に継続して従事した期間とは、

区分しないものとする。

４ 前項の場合において、奨学金の一部の償還を免除する額は、同項

の奨学金の一部の償還の免除の要件となった県内指定医療機関にお

いて助産師の業務に継続して従事した期間を当該借受者に奨学金を

貸し付けた期間の４倍に相当する期間で除したものに当該借受者に

４ 前項の場合において、奨学金の一部の償還を免除する額は、同項

の奨学金の一部の償還の免除の要件となった県内指定医療機関にお

いて助産師の業務に継続して従事した期間を当該借受者に奨学金を

貸し付けた期間の４倍に相当する期間で除したものに当該借受者に
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貸し付けた奨学金の額を乗じて得た額とする。この場合における当

該県内指定医療機関において助産師の業務に継続して従事した期間

の算定に当たっては、第１項の規定を準用し、高知県保健医療計画

に定める中央保健医療圏以外の区域にある県内指定医療機関におい

て助産師の業務に継続して従事した期間にあっては、当該期間を区

分して算定した上で、当該算定した期間に３分の４を乗じて合算す

るものとする。

貸し付けた奨学金の額を乗じて得た額とする。この場合における当

該県内指定医療機関において助産師の業務に継続して従事した期間

の算定に当たっては、第１項の規定を準用し、高知県保健医療計画

に定める中央保健医療圏以外の区域にある県内指定医療機関におい

て助産師の業務に継続して従事した期間にあっては、当該期間を区

分して算定した上で、当該算定した期間に３分の４を乗じて合算す

るものとする。

５ 第３項に規定する場合のほか、知事が奨学金の一部の償還を免除

することが適当であると認めるときは、奨学金の一部の償還を免除

することができる。

５ 第３項に規定する場合のほか、知事が奨学金の一部の償還を免除

することが適当であると認めるときは、奨学金の一部の償還を免除

することができる。

６ 条例第９条第２項の規定に基づく奨学金の一部の償還の免除を申

請しようとする借受者は、別記第19号様式による助産師確保対策奨

学金償還一部免除承認申請書を知事に提出しなければならない。

６ 条例第９条第２項の規定に基づく奨学金の一部の償還の免除を申

請しようとする借受者は、別記第19号様式による助産師緊急確保対

策奨学金償還一部免除承認申請書を知事に提出しなければならな

い。

７ 条例第９条第３項の規定に基づく奨学金の全部又は一部の償還の

免除を申請しようとする者は、別記第20号様式による助産師確保対

策奨学金償還（一部）免除承認申請書を知事に提出しなければなら

ない。

７ 条例第９条第３項の規定に基づく奨学金の全部又は一部の償還の

免除を申請しようとする者は、別記第20号様式による助産師緊急確

保対策奨学金償還（一部）免除承認申請書を知事に提出しなければ

ならない。

８ 知事は、第２項の規定による助産師確保対策奨学金償還免除承認

申請書、第６項の規定による助産師確保対策奨学金償還一部免除承

認申請書又は前項の規定による助産師確保対策奨学金償還（一部）

免除承認申請書を受理した場合において、奨学金の償還の免除を承

認したときは、別記第21号様式による助産師確保対策奨学金償還免

除承認通知書により、当該借受者等に通知するものとする。

８ 知事は、第２項の規定による助産師緊急確保対策奨学金償還免除

承認申請書、第６項の規定による助産師緊急確保対策奨学金償還一

部免除承認申請書又は前項の規定による助産師緊急確保対策奨学金

償還（一部）免除承認申請書を受理した場合において、奨学金の償

還の免除を承認したときは、別記第21号様式による助産師緊急確保

対策奨学金償還免除承認通知書により、当該借受者等に通知するも

のとする。

（就業状況等の届出） （就業状況等の届出）

第15条 借受者は、県内指定医療機関において助産師の業務に従事す

るときは、別記第22号様式による助産師業務従事届に当該県内指定

第15条 借受者は、県内指定医療機関において助産師の業務に従事す

るときは、別記第22号様式による助産師業務従事届に当該県内指定
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医療機関の長の証明を添えて、知事に提出しなければならない。助

産師の業務に従事する県内指定医療機関を変更したときも、同様と

する。

医療機関の長の証明を添えて、知事に提出しなければならない。助

産師の業務に従事する県内指定医療機関を変更したときも、同様と

する。

２ 借受者は、奨学金（条例第７条第３項の規定により付される利息

を含む。）の償還が完了するまでの間、次の各号のいずれかに該当

したときは、直ちに別記第23号様式による助産師業務退職等届を知

事に提出しなければならない。

(１) 奨学金の償還の猶予を受けている期間中に県内指定医療機関

において助産師の業務に従事しなくなったとき。

(２) 奨学金の償還をしている期間中に助産師の業務に従事してい

る県内の医療機関（条例第７条第３項ただし書に規定する医療機

関をいう。次号において同じ。）を変更したとき。

(３) 奨学金の償還をしている期間中に県内の医療機関において助

産師の業務に従事しなくなったとき又は助産師の業務に従事する

ことを再開したとき。

(４) 退職その他の理由により県内指定医療機関において助産師の

業務に従事しなくなったとき。

２ 借受者は、奨学金の償還が完了するまでの間、退職、県外への転

出その他の理由により県内指定医療機関において助産師の業務に従

事しなくなったときは、直ちに別記第23号様式による助産師業務退

職等届を知事に提出しなければならない。
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別記

第１号様式（第３条関係）

別記

第１号様式（第３条関係）
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改正後 改正前

第３号様式（第３条関係） 第３号様式（第３条関係）



10/31

改正後 改正前

第４号様式（第４条関係） 第４号様式（第４条関係）



11/31

改正後 改正前



12/31

改正後 改正前

第５号様式（第４条関係） 第５号様式（第４条関係）



13/31

改正後 改正前



14/31

改正後 改正前

第６号様式 削除 第６号様式（第５条関係）



15/31

改正後 改正前

第７号様式（第６条関係） 第７号様式（第６条関係）



16/31

改正後 改正前

第８号様式（第６条関係） 第８号様式（第６条関係）



17/31

改正後 改正前

第９号様式（第８条関係） 第９号様式（第８条関係）



18/31

改正後 改正前

第10号様式（第９条関係） 第10号様式（第９条関係）



19/31

改正後 改正前

第11号様式（第９条関係） 第11号様式（第９条関係）



20/31

改正後 改正前

第12号様式（第10条関係） 第12号様式（第10条関係）



21/31

改正後 改正前

第13号様式（第11条関係） 第13号様式（第11条関係）



22/31

改正後 改正前

第14号様式（第12条関係） 第14号様式（第12条関係）



23/31

改正後 改正前

第15号様式（第12条関係） 第15号様式（第12条関係）



24/31

改正後 改正前

第16号様式（第13条関係） 第16号様式（第13条関係）



25/31

改正後 改正前

第17号様式（第13条関係） 第17号様式（第13条関係）



26/31

改正後 改正前

第18号様式（第14条関係） 第18号様式（第14条関係）



27/31

改正後 改正前

第19号様式（第14条関係） 第19号様式（第14条関係）



28/31

改正後 改正前

第20号様式（第14条関係） 第20号様式（第14条関係）



29/31

改正後 改正前

第21号様式（第14条関係） 第21号様式（第14条関係）



30/31

改正後 改正前

第22号様式（第15条関係） 第22号様式（第15条関係）



31/31

改正後 改正前

第23号様式（第15条関係） 第23号様式（第15条関係）


